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(57)【要約】
【課題】画像表示装置において表示色の色ずれにより観
察者が感じる違和感を軽減する。
【解決手段】複数の色の副画素からなる画素を複数有し
、光源からの光を副画素毎に設定される透過率で透過さ
せることにより、入力される画像データに基づく画像を
表示する表示手段と、前記画像データの各画素の画素値
に応じて前記表示手段の各副画素の透過率を設定する設
定手段と、前記表示手段の各画素の透過光の輝度を取得
する取得手段と、を備え、前記設定手段は、透過光の輝
度が閾値以上である画素について、透過光の色と画素値
に基づく目標色との差異が小さくなるように、各副画素
の透過率を補正することを特徴とする画像表示装置。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の色の副画素からなる画素を複数有し、光源からの光を副画素毎に設定される透過
率で透過させることにより、入力される画像データに基づく画像を表示する表示手段と、
　前記画像データの各画素の画素値に応じて前記表示手段の各副画素の透過率を設定する
設定手段と、
　前記表示手段の各画素の透過光の輝度を取得する取得手段と、
を備え、
　前記設定手段は、透過光の輝度が閾値以上である画素について、透過光の色と画素値に
基づく目標色との差異が小さくなるように、各副画素の透過率を補正することを特徴とす
る画像表示装置。
【請求項２】
　前記設定手段は、透過光の輝度が閾値以上でありかつ画素値が所定の低階調領域の値で
ある画素について、前記補正を行う請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記光源として、前記表示手段の背面から前記表示手段に光を照射する発光手段を更に
備える請求項１又は２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記取得手段は、前記発光手段の発光量に基づいて各画素の透過光の輝度を取得する請
求項３に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記発光手段は、発光量を個別に制御可能な複数の発光エリアから構成され、
　前記発光手段の各発光エリアに対応する前記表示手段の各表示エリアに表示される画像
の明るさに応じて、各発光エリアの発光量を制御する制御手段を更に備える請求項３又は
４に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記取得手段は、各画素の属する表示エリアに対応する発光エリアの発光量に基づいて
各画素の透過光の輝度を取得する請求項５に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記取得手段は、各画素の属する表示エリアに対応する発光エリアの発光量と、当該発
光エリアに隣接する発光エリアから当該発光エリアへの漏れ光の量と、に基づいて各画素
の透過光の輝度を取得する請求項５に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　画素値と各副画素の透過率との対応関係の情報を記憶する記憶手段を更に備え、
　前記設定手段は、前記対応関係に基づいて各副画素の透過率を設定する請求項１～７の
いずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　前記記憶手段は、透過光の輝度に応じて複数の異なる対応関係の情報を記憶しており、
　前記設定手段は、透過光の輝度が閾値以上か否かによって各副画素の透過率の設定に用
いる前記対応関係を切り替えることにより前記補正を行う請求項８に記載の画像表示装置
。
【請求項１０】
　前記記憶手段は、第１の対応関係の情報と第２の対応関係の情報とを記憶しており、第
２の対応関係は第１の対応関係と比較して透過光の色と画素値に基づく目標色との差異が
小さく、第１の対応関係は第２の対応関係と比較して透過率の階調精度が高く、
　前記設定手段は、透過光の輝度が閾値以上の場合、前記第２の対応関係を用いて各副画
素の透過率を設定し、透過光の輝度が閾値未満の場合、前記第１の対応関係を用いて各副
画素の透過率を設定する請求項９に記載の画像表示装置。
【請求項１１】
　前記光源から前記表示手段に照射する光を検出する検出手段を更に備え、
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　前記取得手段は、前記検出手段による検出結果に基づいて各画素の透過光の輝度を取得
する請求項１～１０のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項１２】
　前記光源から前記表示手段に照射し前記表示手段を透過する光を検出する検出手段を更
に備え、
　前記取得手段は、前記検出手段による検出結果に基づいて各画素の透過光の輝度を取得
する請求項１～１０のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項１３】
　前記設定手段は、画素からの透過光に対し観察者の目に入射する光が明るい場合、前記
閾値を高くする請求項１～１２のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項１４】
　前記設定手段は、画素からの透過光に対し観察者の目に入射する光が暗い場合、前記閾
値を低くする請求項１～１３のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項１５】
　前記画像表示装置の環境光を検出する第２の検出手段を更に備え、
　前記設定手段は、前記第２の検出手段による検出結果に基づいて観察者の目に入射する
光と画素からの透過光との明るさを比較する請求項１３又は１４に記載の画像表示装置。
【請求項１６】
　前記閾値は、観察者にとって明所視又は薄明視となる輝度と暗所視となる輝度との境界
の輝度に基づいて定められる請求項１～１５のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項１７】
　前記画素は赤色、緑色、青色の３原色の副画素からなる請求項１～１６のいずれか１項
に記載の画像表示装置。
【請求項１８】
　前記設定手段は、無彩色の画像を表示する場合に、透過光の輝度が閾値以上である画素
について、透過光が無彩色になるように、各副画素の透過率を補正する請求項１７に記載
の画像表示装置。
【請求項１９】
　前記表示手段は、液晶パネルである請求項１～１８のいずれか１項に記載の画像表示装
置。
【請求項２０】
　複数の色の副画素からなる画素を複数有し、光源からの光を副画素毎に設定される透過
率で透過させることにより、入力される画像データに基づく画像を表示する表示手段を備
える画像表示装置の制御方法であって、
　前記画像データの各画素の画素値に応じて前記表示手段の各副画素の透過率を設定する
設定工程と、
　前記表示手段の各画素の透過光の輝度を取得する取得工程と、
を有し、
　前記設定工程では、透過光の輝度が閾値以上である画素について、透過光の色と画素値
に基づく目標色との差異が小さくなるように、各副画素の透過率を補正することを特徴と
する画像表示装置の制御方法。
【請求項２１】
　前記設定工程では、透過光の輝度が閾値以上でありかつ画素値が所定の低階調領域の値
である画素について、前記補正を行う請求項２０に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項２２】
　前記画像表示装置は、前記光源として、前記表示手段の背面から前記表示手段に光を照
射する発光手段を更に備える請求項２０又は２１に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項２３】
　前記取得工程では、前記発光手段の発光量に基づいて各画素の透過光の輝度を取得する
請求項２２に記載の画像表示装置の制御方法。



(4) JP 2016-29487 A 2016.3.3

10

20

30

40

50

【請求項２４】
　前記発光手段は、発光量を個別に制御可能な複数の発光エリアから構成され、
　前記画像表示装置の制御方法は、
　前記発光手段の各発光エリアに対応する前記表示手段の各表示エリアに表示される画像
の明るさに応じて、各発光エリアの発光量を制御する制御工程を更に有する請求項２２又
は２３に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項２５】
　前記取得工程では、各画素の属する表示エリアに対応する発光エリアの発光量に基づい
て各画素の透過光の輝度を取得する請求項２４に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項２６】
　前記取得工程では、各画素の属する表示エリアに対応する発光エリアの発光量と、当該
発光エリアに隣接する発光エリアから当該発光エリアへの漏れ光の量と、に基づいて各画
素の透過光の輝度を取得する請求項２４に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項２７】
　前記画像表示装置は、画素値と各副画素の透過率との対応関係の情報を記憶する記憶手
段を更に備え、
　前記設定工程では、前記対応関係に基づいて各副画素の透過率を設定する請求項２０～
２６のいずれか１項に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項２８】
　前記記憶手段は、透過光の輝度に応じて複数の異なる対応関係の情報を記憶しており、
　前記設定工程では、透過光の輝度が閾値以上か否かによって各副画素の透過率の設定に
用いる前記対応関係を切り替えることにより前記補正を行う請求項２７に記載の画像表示
装置の制御方法。
【請求項２９】
　前記記憶手段は、第１の対応関係の情報と第２の対応関係の情報とを記憶しており、第
２の対応関係は第１の対応関係と比較して透過光の色と画素値に基づく目標色との差異が
小さく、第１の対応関係は第２の対応関係と比較して透過率の階調精度が高く、
　前記設定工程では、透過光の輝度が閾値以上の場合、前記第２の対応関係を用いて各副
画素の透過率を設定し、透過光の輝度が閾値未満の場合、前記第１の対応関係を用いて各
副画素の透過率を設定する請求項２８に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項３０】
　前記画像表示装置は、前記光源から前記表示手段に照射する光を検出する検出手段を更
に備え、
　前記取得工程では、前記検出手段による検出結果に基づいて各画素の透過光の輝度を取
得する請求項２０～２９のいずれか１項に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項３１】
　前記画像表示装置は、前記光源から前記表示手段に照射し前記表示手段を透過する光を
検出する検出手段を更に備え、
　前記取得工程では、前記検出手段による検出結果に基づいて各画素の透過光の輝度を取
得する請求項２０～２９のいずれか１項に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項３２】
　前記設定工程では、画素からの透過光に対し観察者の目に入射する光が明るい場合、前
記閾値を高くする請求項２０～３１のいずれか１項に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項３３】
　前記設定工程では、画素からの透過光に対し観察者の目に入射する光が暗い場合、前記
閾値を低くする請求項２０～３２のいずれか１項に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項３４】
　前記画像表示装置は、前記画像表示装置の環境光を検出する第２の検出手段を更に備え
、
　前記設定工程では、前記第２の検出手段による検出結果に基づいて観察者の目に入射す



(5) JP 2016-29487 A 2016.3.3

10

20

30

40

50

る光と画素からの透過光との明るさを比較する請求項３２又は３３に記載の画像表示装置
の制御方法。
【請求項３５】
　前記閾値は、観察者にとって明所視又は薄明視となる輝度と暗所視となる輝度との境界
の輝度に基づいて定められる請求項２０～３４のいずれか１項に記載の画像表示装置の制
御方法。
【請求項３６】
　前記画素は赤色、緑色、青色の３原色の副画素からなる請求項２０～３５のいずれか１
項に記載の画像表示装置の制御方法。
【請求項３７】
　前記設定工程では、無彩色の画像を表示する場合に、透過光の輝度が閾値以上である画
素について、透過光が無彩色になるように、各副画素の透過率を補正する請求項３６に記
載の画像表示装置の制御方法。
【請求項３８】
　前記表示手段は、液晶パネルである請求項２０～３７のいずれか１項に記載の画像表示
装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、明るい画像部分と暗い画像部分の明暗比（コントラスト比）をできるだけ大きく
して、画像を見やすくする画像表示装置が求められている。
【０００３】
　明るい画像部分の液晶パネルの透過率を上げバックライトを高輝度で点灯し、暗い画像
部分の液晶パネルの透過率を下げバックライトを低輝度で点灯することで画像表示のコン
トラスト比を高めるローカルディミング技術がある（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　一方、人間の目は、視環境により感度が変わることが一般的に知られている。例えば、
人間の目は、明るい環境下では錐体細胞が支配的になり色を感知しやすい明所視の状態に
なることが知られている。また、暗い環境下では錐体細胞より桿体細胞が支配的になるた
め、輝度感度は高くなるが色感度が低くなる暗所視の状態になることが知られている。明
視野でも暗視野でもない薄暗い環境下では、輝度感度も色感度も暗所視と明所視の中間で
ある薄明視の状態になることが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１０７５３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　液晶パネルは、液晶、光学フィルム、偏光板等の光学特性により、透過率を下げると透
過光の色が変化する場合がある。例えば、無彩色画像を表示しても青色に見える場合があ
る。透過率を下げた領域のバックライトの輝度が低い場合、暗所視の状態となり、この場
合観察者の色感度が低くなるため、観察者はこの色ずれを許容できる（感知できない）。
しかし、透過率を下げた領域のバックライトの輝度が高い場合、明所視又は薄明視の状態
となり、この場合観察者は色感度が高くなるため、この色ずれを感知できてしまい、違和
感が生じる場合がある。
【０００７】
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　ここで、ローカルディミングを行う画像表示装置では、バックライトを複数の発光エリ
アで構成し、各発光エリアに対応する画像の明るさに応じて発光エリア毎に輝度を制御す
る。高輝度エリアと低輝度エリアとが隣接する場合、高輝度エリアから低輝度エリアへ光
が漏れ、低輝度エリアの輝度が上がる場合がある。低輝度エリアは暗い画像が表示される
領域であり、液晶パネルの透過率が下げられるため、上述したように透過光の色が変化す
る。低輝度エリアの輝度が光漏れによって上がると、観察者がこの色ずれを感知できるよ
うになってしまう。そのため、例えば、明るい画像と暗い画像とが隣接する無彩色画像（
白黒画像）を表示したときに、暗い画像の部分が青くなる偽色が生じ、観察者が違和感を
覚える場合があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、画像表示装置において表示色の色ずれにより観察者が感じる違和感
を軽減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、複数の色の副画素からなる画素を複数有し、光源からの光を副画素毎に設定
される透過率で透過させることにより、入力される画像データに基づく画像を表示する表
示手段と、
　前記画像データの各画素の画素値に応じて前記表示手段の各副画素の透過率を設定する
設定手段と、
　前記表示手段の各画素の透過光の輝度を取得する取得手段と、
を備え、
　前記設定手段は、透過光の輝度が閾値以上である画素について、透過光の色と画素値に
基づく目標色との差異が小さくなるように、各副画素の透過率を補正することを特徴とす
る画像表示装置である。
【００１０】
　本発明は、複数の色の副画素からなる画素を複数有し、光源からの光を副画素毎に設定
される透過率で透過させることにより、入力される画像データに基づく画像を表示する表
示手段を備える画像表示装置の制御方法であって、
　前記画像データの各画素の画素値に応じて前記表示手段の各副画素の透過率を設定する
設定工程と、
　前記表示手段の各画素の透過光の輝度を取得する取得工程と、
を有し、
　前記設定工程では、透過光の輝度が閾値以上である画素について、透過光の色と画素値
に基づく目標色との差異が小さくなるように、各副画素の透過率を補正することを特徴と
する画像表示装置の制御方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明においては、画像表示装置において表示色の色ずれにより観察者が感じる違和感
を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例に係る画像表示装置の構成
【図２】実施例に係る液晶パネルの機能を説明する図
【図３】実施例に係る光源と液晶パネルの関係を説明する図
【図４】実施例に係る記憶部で記憶されているデータを説明する図
【図５】実施例に係る液晶制御部の制御を説明するフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（実施例１）
　本発明の実施例１は、ローカルディミングを行う画像表示装置において、高輝度の発光
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エリアから低輝度の発光エリアへの漏れ光を考慮して色補正制御を行うことで偽色の発生
を抑制する実施例を説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の実施例に係る画像表示装置の構成である。
　図１の画像表示装置１００は、光源１１０、光源制御部１２０、液晶パネル１３０、液
晶制御部１４０、記憶部１５０を備える。
【００１５】
　光源１１０は、液晶パネル１３０に光を照射する。光源１１０は、発光ダイオード（白
色ＬＥＤ、３原色ＬＥＤ）、冷陰極管、有機ＥＬ素子、ハロゲン電球などから構成される
。光源１１０は、レンズや導光板のような導光部材を通して光を出射する構成のものでも
よい。本実施例の光源１１０は、直上の液晶パネル１３０に対し均一な光を照射できる光
学特性を持つ白色ＬＥＤと導光板からなる光源とする。また、光源１１０は光源制御部１
２０により発光量が制御される。これにより、光源１１０が液晶パネル１３０に照射する
光量を変更できる。
【００１６】
　光源制御部１２０は、光源１１０に供給する電力を変更して光源１１０の発光量を調整
する機能を有する。また、光源１１０は、発光を個別に制御可能な複数の発光エリアから
構成される。光源制御部１２０は、記憶部１５０に記憶されている画像データに応じて発
光エリア毎に光源１１０の発光量を調整するローカルディミング機能を有する。本実施例
では、液晶パネル１３０の表示領域が複数の表示エリアから構成されており、光源１１０
の各発光エリアは液晶パネル１３０の各表示エリアに対応している。光源制御部１２０は
、各表示エリアの画像データの最大階調値に応じて各発光エリアの発光量を制御する。光
源制御部１２０は、光源１１０から液晶パネル１３０の各表示エリアに照射する光量を液
晶制御部１４０に通知する。本実施例では光源１１０に供給する電流量を調節することで
発光量を調節する例を説明するが、単位時間当たりの発光期間（点灯期間）を調整するパ
ルス幅変調（ｐｕｌｓｅ　ｗｉｄｔｈ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（ＰＷＭ））制御で発光量
を調節してもよい。
【００１７】
　図２は、本発明の実施例に係る液晶パネル１３０の機能を説明する図である。液晶パネ
ル１３０は、光源１１０から照射された光を観察者とは反対の面から受け、縦横に分割さ
れた領域（以降、画素という）毎に、観察者側へ透過させる光量を調整する透過型液晶パ
ネルである。液晶パネル１３０は複数の色の副画素からなる画素を複数有し、光源１１０
からの光を副画素毎に設定される透過率で透過させることにより、入力される画像データ
に基づく画像を表示する。本実施例では、図２（ａ）のように、液晶パネル１３０は、縦
に３分割、横に７分割の計２１の画素Ａ１～Ａ７、Ｂ１～Ｂ７、Ｃ１～Ｃ７を有する。さ
らに各画素は、図２（ｂ）のように、出射される光の色を変えられるよう透過分光特性の
異なる複数の領域１３０Ｒ、１３０Ｇ、１３０Ｂ（以下、副画素という）からなり、副画
素ごとに透過率を調整することができる。例えば、副画素１３０Ｒは、赤色のカラーフィ
ルタを有し、副画素１３０Ｒの透過率を変更すると赤色の透過光量を調整することができ
る。同様に、副画素１３０Ｇにより緑色の透過光量を調整することができ、副画素１３０
Ｂにより青色の透過光量を調整することができる。
【００１８】
　この構成により、液晶パネル１３０は、液晶制御部１４０からの指示に基づき、各画素
と各副画素の透過率を調節することで、画素数の解像度で画像を表示することができる。
また、各画素と各副画素の透過率を調節することで表示色の補正を行うことができる。こ
こで、図３を用いて、光源１１０と液晶パネル１３０の関係を詳しく説明する。図３（ａ
）に示すように、液晶パネル１３０の背面に配置される光源１１０は、導光板１１０Ｂと
ＬＥＤ１１０Ａから構成される。
【００１９】
　本実施例では、液晶パネル１３０は、３つの表示エリアから構成される。第１の表示エ
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リアは画素Ａ１，Ａ２，Ｂ１，Ｂ２，Ｃ１，Ｃ２からなり、第２の表示エリアは画素Ａ３
～Ａ５，Ｂ３～Ｂ５，Ｃ３～Ｃ５からなり、第３の表示エリアは画素Ａ６，Ａ７，Ｂ６，
Ｂ７，Ｃ６，Ｃ７からなる。光源１１０は、液晶パネル１３０の３つの表示エリアのそれ
ぞれに対応する３つの発光エリアから構成される。図３（ｂ）は、図３（ａ）のＢ１～Ｂ
７の列における、画面に垂直な断面による液晶パネル１３０と光源１１０の断面を示した
図である。図３（ｂ）に示すように、液晶パネル１３０の画素Ｂ１～Ｂ２の位置に合わせ
て発光エリア１１０－１の導光板が位置している。また、液晶パネル１３０の画素Ｂ３～
Ｂ５の位置に合わせて発光エリア１１０－２の導光板が位置している。また、液晶パネル
１３０の画素Ｂ６～Ｂ７の位置に合わせて発光エリア１１０－３の導光板が位置している
。
【００２０】
　光源制御部１２０は、液晶パネル１３０の各表示エリアに表示される画像の最大階調値
に応じた発光量で、液晶パネル１３０の各表示エリアの直下に位置する発光エリアが発光
するように、光源１１０を制御する。光源１１０からの光は導光板により均一な光として
液晶パネル１３０に照射される。その結果、観察者は液晶パネル１３０に表示される画像
を視認することが可能となる。
【００２１】
　図４は、本発明の実施例に係る記憶部１５０で記憶されているデータの一例を説明する
図である。記憶部１５０は、図４（ａ）に示すような液晶パネル１３０に表示させる画像
データを記憶している。また、記憶部１５０は、図４（ｂ）、図４（ｃ）に示すような液
晶パネル１３０の各副画素の透過率を画素値に応じて設定する対応関係の情報（透過率設
定パラメータ）を複数記憶している。この画像データと透過率設定パラメータは、液晶制
御部１４０の要求に応じて、液晶制御部１４０に送られる。本実施例では説明の簡単化の
ため、記憶部１５０で保存されている図４の画像データと透過率設定パラメータは、ガン
マ（γ）＝１．０の無彩色（白黒）画像の各画素の画素値を８ｂｉｔの階調値で表したデ
ータとして説明する。ただし、この画像データと透過率設定パラメータは一例であり、例
えばカラー画像でも良いし、ガンマや階調値のビット数がこの例と異なっていても良い。
【００２２】
　ここで、図４（ａ）の画像データについて詳しく説明する。画像データは、画素Ａ１～
Ａ７、Ｂ１～Ｂ７、Ｃ１～Ｃ７の階調値を８ｂｉｔで表した白黒画像の画像データである
。例えば、画素Ａ１の階調値は１であるため、画素Ａ１の輝度は最大輝度の２５５分の１
である。また、中央の画素Ｂ４の階調値は２５０であるため、画素Ｂ４の輝度は最大輝度
の２５５分の２５０であり、画素Ａ１の輝度の２５０倍である。また、画素Ａ４、Ｂ２、
Ｂ３、Ｂ５、Ｂ６、Ｃ４の階調値は２であるため、これらの画素の輝度は最大輝度の２５
５分の２であり、これらの画素の輝度は画素Ａ１の輝度の２倍である。
【００２３】
　ここで、図４（ｂ）、図４（ｃ）に示す透過率設定パラメータについて詳しく説明する
。透過率設定パラメータは、液晶パネル１３０の各画素に照射される光量に応じて複数種
類定められている。ここでは図４（ｂ）、図４（ｃ）の２種類の透過率設定パラメータが
定められている場合を例に説明するが、光量に応じて３種類以上の透過率設定パラメータ
が予め定められ、記憶部１５０に記憶されていても良い。
【００２４】
　本実施例では、画像表示時にデフォルトで図４（ｂ）の透過率設定パラメータ（第１の
対応関係）が適用されるものとする。
　図４（ｂ）の最左行は白黒画像の画像データの階調値を示している。またその右隣の１
３０Ｒ、１３０Ｇ、１３０Ｂの列は、白黒画像の画像データの階調値に応じて設定される
、液晶パネル１３０の各副画素の透過率を表す。またその右隣の目標色からのずれの列は
、透過光の色の画素値に基づく目標色からのずれ量（差異）を表す。このずれ量は、国際
照明委員会ＣＩＥ（Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｅ　ｄｅ　ｌ’
Ｅｃｌａｉｒａｇｅ）が１９３１年に策定したＣＩＥ色度図における値で表したものであ
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る。目標色からのずれ量が約０でない場合、液晶パネル１３０の透過光の色が目標色に対
し変化していることを示している。
【００２５】
　例えば、液晶パネル１３０の画素Ｂ４の画像データは階調値２５０であり、この階調値
に応じて、図４（ｂ）より画素Ｂ４の副画素１３０Ｒ、１３０Ｇ、１３０Ｂのそれぞれの
透過率は２５５分の２５０に設定される。また、画素Ｂ２の画像データは階調値２であり
、この階調値に応じて、画素Ｂ２の副画素１３０Ｒ、１３０Ｇ、１３０Ｂのそれぞれの透
過率は２５５分の２に設定される。
【００２６】
　図４（ｂ）の透過率設定パラメータにより液晶パネル１３０の各副画素の透過率を設定
した場合の、液晶パネル１３０の画素の画像データの階調値と目標色からのずれ量との関
係を図４（ｄ）に示す。図４（ｄ）に示すように、図４（ｂ）の透過率設定パラメータを
適用した場合、低階調において液晶パネル１３０の透過光色が目標色からずれる。
【００２７】
　図４（ｃ）の透過率設定パラメータ（第２の対応関係）は、液晶パネル１３０の透過光
の輝度が、観察者にとって明所視又は薄明視になる輝度であり、観察者の色感度が高い場
合に適用される透過率設定パラメータである。明所視又は薄明視となる輝度では、観察者
は透過光色の色ずれを感知し易く、従って色ずれの許容量が少ない。図４（ｃ）の各行の
数値は、図４（ｂ）と同様、画像データの階調値、それに応じた副画素の液晶透過率、及
び透過光色の目標色からのずれ量を示す。
【００２８】
　図４（ｃ）の透過率設定パラメータは、低階調における液晶透過光色の目標色からのず
れ量が図４（ｂ）の透過率設定パラメータを適用した場合よりも少なくなるように設定さ
れている。図４（ｃ）の透過率設定パラメータにより液晶パネル１３０の各副画素の透過
率を設定した場合の、液晶パネル１３０の画素の画像データの階調値と目標色からのずれ
量との関係を図４（ｅ）に示す。図４（ｅ）に示すように、液晶パネル１３０の制御にお
いて図４（ｃ）の透過率設定パラメータが適用された場合、低階調においても透過光色の
色ずれ量が少なく、許容範囲内になる。本実施例では、図４（ｂ）の透過率設定パラメー
タで透過率を設定した場合、図４（ｃ）の透過率設定パラメータで透過率を設定した場合
と比較して、透過率の階調精度が高い。一方、図４（ｃ）の透過率設定パラメータで透過
率を設定した場合、図４（ｂ）の透過率設定パラメータで透過率を設定した場合と比較し
て、特に低階調領域において、透過光の色と画素値に基づく目標色との差異が小さい。
【００２９】
　液晶制御部１４０は、光源制御部１２０から液晶パネル１３０に照射される光量の情報
を取得し、また、記憶部１５０から表示すべき画像データと液晶パネル１３０の透過率の
設定に用いる透過率設定パラメータを取得する。また、液晶制御部１４０は、液晶パネル
１３０の透過光の輝度が閾値以上であるか判断する。閾値は、観察者の色に対する感度と
輝度との関係に基づいて定めることができる。例えば、観察者にとって明所視又は薄明視
になる輝度と暗所視となる輝度との境界の輝度を閾値とする。また、観察者が感じる色ず
れが許容範囲内となるために液晶透過光に許容される色ずれ量の上限に基づいて閾値を定
める。観察者の色感度が低くなるような条件のもとでは、ある程度色ずれがあっても観察
者に感知されにくいため、液晶透過光に許容される色ずれ量の上限は高くなる。観察者の
色感度が高くなるような条件のもとでは、少ない色ずれも観察者は感知してしまい、違和
感を覚えてしまうため、液晶透過光に許容される色ずれ量の上限は低くなる。液晶パネル
の透過光の輝度が閾値以上である場合、液晶制御部１４０は、観察者が感じる色ずれが許
容範囲内になるように液晶パネル１３０の各副画素の透過率を変更する指示を液晶パネル
１３０に送る。この液晶制御部１４０の処理について、図５を用いて詳しく説明する。
【００３０】
　図５は、本発明の実施例に係る液晶制御部１４０の処理を説明するフローチャートであ
る。図５のフローチャートは、例えば、観察者によって、液晶表示装置の表示画像を変更
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する指示や、液晶表示装置の輝度を変更する指示があった場合に、ステップＳ４０１から
スタートし、ステップＳ４０８で制御が終了する。以下、各ステップについて詳しく説明
する。
【００３１】
　ステップＳ４０２は、液晶制御部１４０が制御に必要な情報を入手する処理である。ス
テップＳ４０２において、液晶制御部１４０は、光源制御部１２０より液晶パネル１３０
に照射される光量の情報を取得し、記憶部１５０より液晶パネル１３０に表示する画像デ
ータと各副画素の透過率設定パラメータの情報を取得する。
【００３２】
　図４（ａ）の画像データにおいて、最大階調値の画素Ｂ４を含む表示エリアに対応する
光源１１０の発光エリア１１０－２は発光量が高くされ、液晶パネル１３０に向けて強い
光を照射する。発光エリア１１０－２に対応する液晶パネル１３０の表示エリア内の画素
Ａ３～Ａ５、Ｂ３～Ｂ５、Ｃ３～Ｃ５に照射される発光エリア１１０－２による光量は、
各画素で２５５ｃｄ／ｍ２であるとする（主照射量Ｌ２－１）。また、発光エリア１１０
－２に対応する液晶パネル１３０の表示エリア外にある画素Ａ１、Ａ２、Ａ６、Ａ７、Ｂ
１、Ｂ２，Ｂ６、Ｂ７、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ６、Ｃ７に照射する発光エリア１１０－２の発光
による光量は２５３ｃｄ／ｍ２とする（副照射量Ｌ２－２）。
【００３３】
　図４（ａ）の画像データにおいて、画素Ａ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２，Ｃ１、Ｃ２のうちの
最大階調値は２である。また、画素Ａ６、Ａ７、Ｂ６、Ｂ７、Ｃ６、Ｃ７のうちの最大階
調値は２である。これらの画素が含まれる液晶パネル１３０の表示エリアに対応する光源
１１０の発光エリア１１０－１と発光エリア１１０－３は発光量が低くされ、液晶パネル
１３０に向けて弱い光を照射する。
【００３４】
　発光エリア１１０－１に対応する液晶パネル１３０の表示エリア内の画素Ａ１、Ａ２、
Ｂ１、Ｂ２，Ｃ１、Ｃ２に照射される発光エリア１１０－１による光量は、各画素で２ｃ
ｄ／ｍ２であるとする（主照射量Ｌ１－１）。また、発光エリア１１０－３に対応する液
晶パネル１３０の表示エリア内の画素Ａ６、Ａ７、Ｂ６、Ｂ７、Ｃ６、Ｃ７に照射される
発光エリア１１０－３による光量は、各画素で２ｃｄ／ｍ２であるとする（主照射量Ｌ３
－１）。
【００３５】
　発光エリア１１０－１と発光エリア１１０－３に対応する表示エリア外の画素Ａ３～Ａ
５、Ｂ３～Ｂ５、Ｃ３～Ｃ５に照射する発光エリア１１０－１と発光エリア１１０－３の
発光による光量は各画素０ｃｄ／ｍ２とする（副照射量Ｌ１－２、Ｌ３－２）。副照射量
を０ｃｄ／ｍ２としたのは、画素Ａ３～Ａ５、Ｂ３～Ｂ５、Ｃ３～Ｃ５に照射される主照
射量２５５ｃｄ／ｍ２と比較し十分小さいからである。
【００３６】
　このように、光源１１０から液晶パネル１３０の各画素Ａ１～Ｃ７に照射する光量は、
各画素が属する液晶パネル１３０の表示エリアに対応する光源１１０の発光エリアの主照
射量（Ｌｎ－１）と、それ以外の発光エリアからの副照射量（Ｌｍ－２）の合計で決まる
。この合計照射光量は、本実施例では、各画素で等しく２５５ｃｄ／ｍ２であるとする。
ここで、発光エリア１１０－ｘによる主照射量をＬｘ－１、副照射量をＬｘ－２と表記す
る。
【００３７】
　また、本実施例では、上述したように、液晶制御部１４０が取得する各副画素の透過率
設定パラメータは、液晶パネル１３０の透過光の輝度に応じて２種類あるものとする。１
つは、図４（ｂ）に示す、液晶透過光の輝度が閾値Ｘ未満となり、観察者にとって暗所視
の状態となる（観察者が感じる色ずれが許容範囲内になる透過光の色ずれ量の上限が高い
）場合に使用する透過率設定パラメータである。もう１つは、図４（ｃ）に示す、液晶透
過光の輝度が閾値Ｘ以上となり、観察者にとって明所視又は薄明視となる（観察者が感じ
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る色ずれが許容範囲内になる透過光の色ずれ量の上限が低い）場合に使用する透過率設定
パラメータである。
【００３８】
　ステップＳ４０３では、液晶制御部１４０は、まず図４（ａ）に示す画像データと図４
（ｂ）に示す透過率設定パラメータを用いて液晶パネル１３０の透過率（Ｂｘ）を設定す
る。ここで、画素ｘの透過率をＢｘと表す。
【００３９】
　また、ステップＳ４０４では、液晶制御部１４０は、各画素に照射される光量（主照射
量（Ｌｎ－１）＋副照射量（Ｌｍ－２））と各画素の透過率（Ｂｘ）の積により各画素の
透過光の輝度を算出する。
【００４０】
　例えば、液晶パネル１３０の画素Ｂ４に照射される光量は、発光エリア１１０－２によ
る主照射量Ｌ２－１並びに発光エリア１１０－１及び発光エリア１１０－３による副照射
量Ｌ１－２及びＬ３－２の合計で２５５ｃｄ／ｍ２である。画素Ｂ４の画像データは階調
値２５０であり、図４（ｂ）より液晶透過率は２５５分の２５０に設定されるので、透過
光の輝度は２５０ｃｄ／ｍ２と算出される。
【００４１】
　また、画素Ａ１に照射される光量は、発光エリア１１０－１による主照射量Ｌ１－１と
発光エリア１１０－２による副照射量Ｌ２－２の合計で２５５ｃｄ／ｍ２である。画素Ａ
１の画像データは階調値１であり、図４（ｂ）より液晶透過率は２５５分の１に設定され
るので、透過光の輝度は１ｃｄ／ｍ２と算出される。
【００４２】
　また、画素Ｂ２に照射される光量は、発光エリア１１０－１による主照射量Ｌ１－１と
発光エリア１１０－２による副照射量Ｌ２－２の合計で２５５ｃｄ／ｍ２である。画素Ｂ
２の画像データは階調値２であり、図４（ｂ）より液晶透過率は２５５分の２に設定され
るので、透過光の輝度は２ｃｄ／ｍ２と算出される。
【００４３】
　このように、明るい画像の画素Ｂ４の透過光の輝度を高くするために発光エリア１１０
－２の発光量を多くすると、他の発光エリアにおいて漏れ光の影響が大きくなってしまう
ことがわかる。
【００４４】
　ステップＳ４０５では、液晶制御部１４０は、画素の透過光の輝度が閾値Ｘ以上かどう
かどうかを判断する。画素の透過光の輝度が閾値Ｘ以上であれば、液晶制御部１４０は、
ステップＳ４０６に進み、透過光の輝度が閾値Ｘ未満であれば、液晶制御部１４０は、ス
テップＳ４０７に進む。
【００４５】
　透過光色の色ずれ量と観察者が感じる色ずれとの関係の透過光の輝度による変化の仕方
は、液晶表示装置周囲の明るさや個人差によって異なる。つまり、観察者や視聴環境によ
って、透過光の輝度がかなり高くても色ずれを感じにくかったり、逆に低い輝度でも色ず
れを感じやすかったりする。そのため、より多くの観察者に対して色ずれによる違和感を
軽減する観点で閾値Ｘを定める場合は、閾値Ｘをできるだけ低い値にする。例えば閾値Ｘ
を０．０１ｃｄ／ｍ２に設定する。
【００４６】
　一方、視聴環境が明るい場合、例えば３ｃｄ／ｍ２程度でも十分暗いと感じられるため
、閾値Ｘを上記の例より高く設定しても多くの観察者にとって違和感を抑制できると考え
られる。この観点で、本実施例では、閾値Ｘを３ｃｄ／ｍ２とする。閾値の設定は本実施
例で示す例に限られない。透過光の輝度の閾値Ｘが３ｃｄ／ｍ２である場合、液晶パネル
１３０の画素Ａ１の透過光の輝度は１ｃｄ／ｍ２のため、閾値未満であると判断され、処
理はステップＳ４０７に進む。同様に各画素について透過光の輝度が閾値以上であるか否
か判断が行われる。
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【００４７】
　例えば、画素Ｂ４の透過光の輝度は２５０ｃｄ／ｍ２であるため、閾値以上と判断され
、処理はステップＳ４０６に進む。画素Ｂ３の透過光の輝度は２ｃｄ／ｍ２であるため、
閾値未満と判断され、処理はステップＳ４０７に進む。このように、液晶制御部１４０は
、透過光の輝度が閾値以上の画素、すなわち観察者が感じる色ずれが許容範囲内になるた
めの透過光の色ずれ量の上限が低くなる輝度の画素を検出する。
【００４８】
　ステップＳ４０５において画素の透過光の輝度が閾値以上であると判断された場合、ス
テップＳ４０６において、液晶制御部１４０は、図４（ｃ）に示す透過率設定パラメータ
を用いて該当画素の透過率を再設定する。例えば、画素Ｂ４は、輝度が閾値以上であるた
め、図４（ｃ）の透過率設定パラメータを用いて透過率が再設定される。なお、画素Ｂ４
の階調値２５５に対応する透過率は、本実施例の場合、図４（ｂ）の透過率設定パラメー
タでも図４（ｃ）の透過率設定パラメータでも同じ値になっているため、結果として閾値
以上であるか否かによらず設定される透過率は変わらない。しかしこれは透過率設定パラ
メータがたまたまそのように定められているからであって、閾値以上であるか否かによっ
て設定される透過率が変わるかどうかは輝度に応じた透過率設定パラメータの定め方によ
る。
【００４９】
　ステップＳ４０７では、液晶制御部１４０は、液晶パネル１３０の全ての画素について
透過率の設定が完了したかどうかを判断する。完了していない場合、液晶制御部１４０は
、ステップＳ４０３に戻り、透過率を設定していない画素の透過率を設定する。完了して
いる場合、液晶制御部１４０は、ステップＳ４０８に進み処理を終了する。
【００５０】
　ここで、観察者が液晶表示装置の輝度を２倍に変更するよう指示した場合に行われる処
理について、図５のフローチャートに沿って説明する。
　例えば、液晶パネル１３０の各画素に照射される光量が、上述の２５５ｃｄ／ｍ２の２
倍の５１０ｃｄ／ｍ２に変化した場合について説明する。
【００５１】
　ステップＳ４０４の画素の透過光の輝度を算出する処理では、発光エリア１１０－２が
液晶パネル１３０の画素Ａ３～Ａ５、Ｂ３～Ｂ５、Ｃ３～Ｃ５に照射する光量は、各画素
で５１０ｃｄ／ｍ２であるとする（主照射量Ｌ１－１）。また、発光エリア１１０－２が
画素Ａ１、Ａ２、Ａ６、Ａ７、Ｂ１、Ｂ２，Ｂ６、Ｂ７、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ６、Ｃ７に照射
する光量は、５０６ｃｄ／ｍ２であるとする（副照射量Ｌ１－２）。
【００５２】
　図４（ａ）の画像データにおいて、画素Ａ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２，Ｃ１、Ｃ２のうちの
最大階調値は２である。また、画素Ａ６、Ａ７、Ｂ６、Ｂ７、Ｃ６、Ｃ７のうちの最大階
調値は２である。この最大階調値に応じた発光量でこれらの画素が含まれる液晶パネル１
３０の表示エリアに対応する発光エリア１１０－１と発光エリア１１０－３は発光し、液
晶パネル１３０に向けて光を照射する。発光エリア１１０－１と発光エリア１１０－３が
液晶パネル１３０の画素Ａ１、Ａ２、Ａ６、Ａ７、Ｂ１、Ｂ２，Ｂ６、Ｂ７、Ｃ１、Ｃ２
、Ｃ６、Ｃ７に照射する光量は、各画素で４ｃｄ／ｍ２であるとする（主照射量Ｌ１－１
、Ｌ３－１）。また、発光エリア１１０－１と発光エリア１１０－３が画素Ａ３～Ａ５、
Ｂ３～Ｂ５、Ｃ３～Ｃ５に照射する光量は、各画素で５１０ｃｄ／ｍ２と比較し十分小さ
いため０ｃｄ／ｍ２であるとする（副照射量Ｌ１－２、Ｌ３－２）。従って画素Ａ１～Ｃ
７の各画素に照射される光量は、５１０ｃｄ／ｍ２となる。
【００５３】
　液晶パネル１３０の画素Ａ１は、透過率を２５５分の１で設定されているため、透過光
の輝度は２ｃｄ／ｍ２と算出される。同様に画素Ｂ４は、透過光の輝度は５００ｃｄ／ｍ
２と算出される。また画素Ｂ２は、透過光の輝度は４ｃｄ／ｍ２と算出される。このよう
に、画素Ｂ４の透過光の輝度を高くするために発光エリア１１０－２の発光量を多くする
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と、それに応じて他の発光エリアへの漏れ光の光量も変化することがわかる。
【００５４】
　ステップＳ４０５では、画素Ｂ２の透過光の輝度が４ｃｄ／ｍ２あり閾値３ｃｄ／ｍ２

以上となるため、液晶制御部１４０は、ステップＳ４０６に進む。画素Ｂ２は、液晶表示
装置の輝度の増加により発光エリア１１０－２からの漏れ光の光量が増加し、観察者が感
じる色ずれが許容範囲内になるための透過光の色ずれ量の上限が低くなり、違和感を覚え
る可能性がある生じることになる。
【００５５】
　ステップＳ４０６では、液晶制御部１４０は、画素Ｂ２について、図４（ｃ）の透過率
設定パラメータを用いて液晶の透過率を設定する。すなわち、液晶制御部１４０は、画素
Ｂ２の画像データの階調値２であるから、副画素１３０Ｒ、１３０Ｇ、１３０Ｂのそれぞ
れ透過率を２５５分の２、２５５分の２、２５５分の１に設定する。これにより、透過光
色の目標色からのずれ量が約０となるため、透過光の輝度が高くなり観察者が色ずれを感
じやすくなっていても、違和感が生じることを抑制できる。このように、透過光の輝度が
閾値以上になる画素について色補正をすることで、観察者が色ずれを感じることによる違
和感を軽減できる。
【００５６】
　同様に、液晶制御部１４０は、全ての画素について、透過光の輝度に応じて液晶パネル
１３０に入力する画像に色補正を行い、処理を終了する。
【００５７】
　以上のように、本実施例では、発光量の大きい発光エリアから発光量の小さい発光エリ
アへの漏れ光量の変化に伴い透過光の輝度が増加して閾値以上になる場合に、透過光色の
目標色からの色ずれ量が少なくなるように色補正を行う。これにより、ローカルディミン
グを行う画像表示装置に表示される画像を観察者が観察する際に色ずれによる違和感が生
じることを抑制することができる。特に、高輝度発光エリアと低輝度発光エリアとが隣接
する場合に、高輝度発光エリアからの漏れ光による低輝度発光エリアのハロー部分に視認
可能な偽色が発生することを抑制できる。また、本実施例では、透過光の輝度が閾値以上
の場合、すなわち観察者が色ずれを感じやすくなる輝度の場合に限って色補正を行うため
、不要な色補正処理の実行が抑制される。これにより、色補正のための処理負荷の増大を
抑制できる。また、本実施例では、液晶パネルの透過率制御において、透過光色に色ずれ
が生じる低階調領域の透過率も使用するため、輝度階調数を減らすことなく、色ずれによ
る違和感を軽減することを可能にしている。
【００５８】
　本実施例では、透過光の輝度と１つの閾値との関係に応じて２種類の透過率設定パラメ
ータを切り換えて液晶パネル１３０の画素毎の透過率を設定する例を説明したが、複数の
閾値を用いて３種類以上の複数の透過率設定パラメータを切り換えてもよい。そうするこ
とにより、観察者が表示画像を観察する際の色ずれによる違和感をより確実に抑制するこ
とができる。
【００５９】
　本実施例では、液晶制御部１４０が光源制御部１２０から液晶パネル１３０を照射する
光量の情報を取得する例を説明したが、液晶パネル１３０を照射する光量の情報を取得す
る方法はこの例に限らない。例えば、液晶パネル１３０を照射する光を検出する光センサ
等の検出手段を備え、この検出結果から液晶パネル１３０を照射する光量の情報を取得し
ても良い。また、液晶パネル１３０の透過光を検出する光センサ等の検出手段を備え、こ
の検出結果から液晶透過光の輝度の情報を取得しても良い。このような検出手段を用いた
構成とすれば、例えば液晶パネル１３０の透過光となる光源が、太陽光など任意の光源で
あっても、本実施例と同様に観察者が画像を観察する際の色ずれによる違和感を軽減でき
る。
【００６０】
　本実施例では、光源１１０は、液晶パネル１３０に対し均一な光を照射できるものとし
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たが、均一でなく例えばランバート配向で光を照射する直下型バックライトの光源であっ
てもよい。この場合、本実施例と同様に液晶透過光の輝度に応じて透過率設定パラメータ
を切り替えることで、観察者の感じる違和感を軽減できる。例えば、画素Ｂ４に照射され
る光量が５１０ｃｄ／ｍ２のとき、画素Ｂ３に照射される光量は減少し２５５ｃｄ／ｍ２

となるとする。すると、画素Ｂ３の透過率が２５５分の２であった場合、画素Ｂ２の透過
光の輝度は２ｃｄ／ｍ２となり、閾値を３ｃｄ／ｍ２とすれば、透過率設定パラメータを
変更して透過率を再設定する必要はないと判断される。
【００６１】
　本実施例では、液晶パネル１３０に表示する画像データは記憶部１５０に記憶されてい
るとしたが、更に画像入力部を備え、外部からの画像データ（画像信号）の入力を受け付
け、入力される画像データの表示時に本実施例と同様の処理を行うようにしてもよい。
【００６２】
　本実施例では、表示する画像データの最大階調値に応じて光源制御部１２０が光源１１
０の発光量を制御する例を説明した。しかし、液晶表示装置に設けられるボタンやボリュ
ームツマミ、リモコン等をユーザーが操作することで光源１１０の発光量を変更できる構
成でも良い。この場合も、光源１１０の発光量の変化に伴う液晶パネルの透過光の輝度の
変化を推測又は検出し、それに応じて色補正を行うことで、本実施例と同様の効果が得ら
れる。
【００６３】
　本実施例では、液晶パネル１３０の画素毎の透過率の設定に用いる透過率設定パラメー
タを画素毎の透過光の輝度に応じて選択する例を説明した。さらに観察者の目に入射する
光を検出できる検出手段を備え、その検出結果に応じて透過率設定パラメータを変更して
もよい。こうすることで、観察者にとってより最適な透過率設定パラメータを用いて透過
率の設定をすることができる。例えば、低階調画像の表示エリアに対応する発光エリアか
らの光と比較して明るい光が観察者の目に入射している場合、当該発光エリアの液晶透過
光の色ずれは知覚されにくくなるため、閾値Ｘを高い値に変更するようにしても良い。ま
た、低階調画像の表示エリアに対応する発光エリアからの光と比較してあまり明るくない
光が観察者の目に入射している場合、当該発光エリアの液晶透過光の色ずれは知覚されや
すくなるため、閾値Ｘを低い値に変更するようにしても良い。観察者の目に入射する光の
明るさは、液晶パネルの全画面から発せられる総光量から求めることができる。液晶パネ
ルの全画面から発せられる総光量は、表示される画像データの輝度情報やバックライトの
発光量より求めることができる。また、外光（環境光）の明るさを検出する外光センサ等
の検出手段（第２の検出手段）を更に備え、その検出結果から観察者の目に入射する光の
明るさを求めても良い。
【００６４】
　また、高輝度発光エリアの輝度が高い場合、低輝度発光エリアへの漏れ光によるハロー
を観察者は感知しにくくなる。そのため、高輝度発光エリアの輝度が高い場合に閾値を上
げ、高輝度発光エリアの輝度が低い場合に閾値を下げるようにしても良い。すなわち、高
輝度発光エリアの輝度（発光量）に応じて閾値を変更するようにしても良い。例えば、複
数の発光エリアのうち最も輝度が高い（発光量が多い）発光エリアの輝度に応じて、当該
高輝度発光エリアの輝度が高いほど閾値が高くなるようにしても良いし、高輝度発光エリ
アの輝度が所定値より高いか否かにより閾値を切り替えるようにしても良い。
【符号の説明】
【００６５】
１００　画像表示装置、１１０　光源、１３０　液晶パネル、１４０　液晶制御部
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成27年9月25日(2015.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の色の副画素からなる画素を複数有し、光源からの光を副画素毎に設定される透過
率で透過させることにより、入力される画像データに基づく画像を表示する液晶パネルと
、
　前記画像データの各画素の画素値に応じた前記液晶パネルの各画素の副画素の透過率を
取得する取得手段と、
　前記画像データの画素のうち画素値が所定の低階調領域の値である画素について、前記
取得手段により取得されたその画素の副画素の透過率で前記光源からの光が透過した場合
のその画素の透過光の輝度に基づき、透過光の色と前記画像データに基づく色との差異が
小さくなるように、前記取得手段により取得された各副画素の透過率を補正する補正手段
と、
を備えることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記補正手段は、前記画像データの画素のうち画素値が所定の低階調領域の値であり、
かつ、前記取得手段により取得されたその画素の副画素の透過率で前記光源からの光が透
過した場合のその画素の透過光の輝度が閾値以上である画素について、前記補正を行う請
求項１に記載の画像表示装置。
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【請求項３】
　前記閾値は、観察者にとって明所視又は薄明視になる輝度と暗所視となる輝度との境界
の輝度である請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記光源として、前記液晶パネルの背面から前記液晶パネルに光を照射する発光手段を
更に備える請求項１～３のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記補正手段は、前記発光手段の発光量に基づいて各画素の透過光の輝度を取得する請
求項４に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記発光手段は、発光量を個別に制御可能な複数の発光エリアから構成され、
　前記発光手段の各発光エリアに対応する前記液晶パネルの各表示エリアに表示される画
像の明るさに応じて、各発光エリアの発光量を制御する制御手段を更に備える請求項４又
は５に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記補正手段は、各画素の属する表示エリアに対応する発光エリアの発光量に基づいて
各画素の透過光の輝度を取得する請求項６に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記補正手段は、各画素の属する表示エリアに対応する発光エリアの発光量と、当該発
光エリアに隣接する発光エリアから当該発光エリアへの漏れ光の量と、に基づいて各画素
の透過光の輝度を取得する請求項６に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　画素値と各副画素の透過率との対応関係の情報を記憶する記憶手段を更に備え、
　前記取得手段は、前記対応関係に基づいて各副画素の透過率を取得する請求項１～８の
いずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項１０】
　前記記憶手段は、透過光の輝度に応じて複数の異なる対応関係の情報を記憶しており、
　前記補正手段は、互いに異なる対応関係に基づいて各副画素の透過率を補正する請求項
９に記載の画像表示装置。
【請求項１１】
　前記記憶手段は、第１の対応関係の情報と第２の対応関係の情報とを記憶しており、第
２の対応関係は第１の対応関係と比較して透過光の色と画素値に基づく目標色との差異が
小さく、第１の対応関係は第２の対応関係と比較して透過率の階調精度が高く、
　前記補正手段は、前記取得手段により取得された前記第１の対応関係に基づき設定され
た各副画素の透過率を前記第２の対応関係に基づき補正する請求項１０に記載の画像表示
装置。
【請求項１２】
　前記光源から前記液晶パネルに照射する光を検出する検出手段を更に備え、
　前記補正手段は、前記検出手段による検出結果に基づいて各画素の透過光の輝度を取得
する請求項１～４のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項１３】
　前記光源から前記液晶パネルに照射し前記液晶パネルを透過する光を検出する検出手段
を更に備え、
　前記補正手段は、前記検出手段による検出結果に基づいて各画素の透過光の輝度を取得
する請求項１～４のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項１４】
　前記補正手段は、画素からの透過光に対し液晶パネルの全画面から発せられる総光量が
明るい場合、前記閾値を高くする請求項２～１３のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項１５】
　前記補正手段は、画素からの透過光に対し液晶パネルの全画面から発せられる総光量が
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暗い場合、前記閾値を低くする請求項２～１４のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項１６】
　前記画素は赤色、緑色、青色の３原色の副画素からなる請求項１～１５のいずれか１項
に記載の画像表示装置。
【請求項１７】
　前記設定手段は、無彩色の画像を表示する場合に、透過光の輝度が閾値以上である画素
について、透過光が無彩色になるように、各副画素の透過率を補正する請求項１６に記載
の画像表示装置。
【請求項１８】
　前記液晶パネルは、液晶パネルである請求項１～１７のいずれか１項に記載の画像表示
装置。
【請求項１９】
　複数の色の副画素からなる画素を複数有し、光源からの光を副画素毎に設定される透過
率で透過させることにより、入力される画像データに基づく画像を表示する液晶パネルを
備える画像表示装置の制御方法であって、
　前記画像データの各画素の画素値に応じた前記液晶パネルの各画素の副画素の透過率を
取得する取得工程と、
　前記画像データの画素のうち画素値が所定の低階調領域の値である画素について、前記
取得手段により取得されたその画素の副画素の透過率で前記光源からの光が透過した場合
のその画素の透過光の輝度に基づき、透過光の色と前記画像データに基づく色との差異が
小さくなるように、前記取得工程により取得された各副画素の透過率を補正する補正工程
と、
を有することを特徴とする画像表示装置の制御方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明は、複数の色の副画素からなる画素を複数有し、光源からの光を副画素毎に設定
される透過率で透過させることにより、入力される画像データに基づく画像を表示する液
晶パネルと、
　前記画像データの各画素の画素値に応じた前記液晶パネルの各画素の副画素の透過率を
取得する取得手段と、
　前記画像データの画素のうち画素値が所定の低階調領域の値である画素について、前記
取得手段により取得されたその画素の副画素の透過率で前記光源からの光が透過した場合
のその画素の透過光の輝度に基づき、透過光の色と前記画像データに基づく色との差異が
小さくなるように、前記取得手段により取得された各副画素の透過率を補正する補正手段
と、
を備えることを特徴とする画像表示装置である。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明は、複数の色の副画素からなる画素を複数有し、光源からの光を副画素毎に設定
される透過率で透過させることにより、入力される画像データに基づく画像を表示する液
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晶パネルを備える画像表示装置の制御方法であって、
　前記画像データの各画素の画素値に応じた前記液晶パネルの各画素の副画素の透過率を
取得する取得工程と、
　前記画像データの画素のうち画素値が所定の低階調領域の値である画素について、前記
取得手段により取得されたその画素の副画素の透過率で前記光源からの光が透過した場合
のその画素の透過光の輝度に基づき、透過光の色と前記画像データに基づく色との差異が
小さくなるように、前記取得工程により取得された各副画素の透過率を補正する補正工程
と、
を有することを特徴とする画像表示装置の制御方法である。
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